
第
二
十
三
部
　
　
地
方
創
生
及
び
消
費
者
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員
会
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議
録
第
四
号
　
令
和
三
年
四
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十
六
日
　【
参
議
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一

（
一
二
六
）

令
和
三
年
四
月
十
六
日（
金
曜
日
）

　
　
　
午
後
零
時
二
十
四
分
開
会

　
　
　
　
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

　
　
　
委
員
の
異
動

　
四
月
十
二
日

　
　
　
　
辞
任
　
　
　
　
　
　
　
　
　
補
欠
選
任

　
　
　
　
　
馬
場
　
成
志
君
　
　
　
　
　
堀
井
　
　
巌
君

　
　
　
　
　
森
屋
　
　
宏
君
　
　
　
　
　
太
田
　
房
江
君

　
　
　
　
　
高
瀬
　
弘
美
君
　
　
　
　
　
伊
藤
　
孝
江
君

　
　
　
　
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

　
　
出
席
者
は
左
の
と
お
り
。

　
　
　
　
委
員
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
井
　
浩
郎
君

　
　
　
　
理
　
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
進
藤
金
日
子
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
田
　
顕
子
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
田
　
修
路
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宮
沢
　
由
佳
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竹
谷
と
し
子
君

　
　
　
　
委
　
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
野
　
通
子
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
太
田
　
房
江
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
徳
茂
　
雅
之
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
末
　
健
三
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
堀
井
　
　
巌
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
木
　
　
亨
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宮
崎
　
雅
夫
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
田
　
俊
男
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
川
田
　
龍
平
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岸
　
真
紀
子
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
野
田
　
国
義
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
福
島
み
ず
ほ
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
藤
　
孝
江
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
安
江
　
伸
夫
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
沢
　
成
文
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
柳
ヶ
瀬
裕
文
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
藤
　
孝
恵
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田
村
　
ま
み
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
門
実
紀
史
君

　
　
　
国
務
大
臣

　
　
　
　
　
　
　
国
務
大
臣

　
　
　
　
　
　
　（
内
閣
府
特
命
担

　
　
　
　
　
　
　
当
大
臣（
消
費
者

　
　
　
　
　
　
　
及
び
食
品
安
全
））　
　
井
上
　
信
治
君

　
　
　
副
大
臣

　
　
　
　
　
　
　
内
閣
府
副
大
臣
　
　
　
三
ッ
林
裕
巳
君

　
　
　
大
臣
政
務
官

　
　
　
　
　
　
　
内
閣
府
大
臣
政
務

　
　
　
　
　
　
　
官
　
　
　
　
　
　
　
　

川
　
　
赳
君

　
　
　
事
務
局
側

　
　
　
　
　
　
　
常
任
委
員
会
専
門

　
　
　
　
　
　
　
員
　
　
　
　
　
　
　
　
宮
崎
　
一
徳
君

　
　
　
　
　
　
　
常
任
委
員
会
専
門

　
　
　
　
　
　
　
員
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
藤
　
研
資
君

　
　
　
　
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

　
　
本
日
の
会
議
に
付
し
た
案
件

○
取
引
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
利
用
す
る
消
費

　
者
の
利
益
の
保
護
に
関
す
る
法
律
案（
内
閣
提
出
、
衆

　
議
院
送
付
）

○
参
考
人
の
出
席
要
求
に
関
す
る
件

　
　
　
　
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
委
員
長（
石
井
浩
郎
君
）　
た
だ
い
ま
か
ら
地
方
創
生
及

び
消
費
者
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員
会
を
開
会
い
た
し
ま

す
。

　
委
員
の
異
動
に
つ
い
て
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

　
昨
日
ま
で
に
、
高
瀬
弘
美
君
、
森
屋
宏
君
及
び
馬
場
成

志
君
が
委
員
を
辞
任
さ
れ
、
そ
の
補
欠
と
し
て
伊
藤
孝
江

君
、
太
田
房
江
君
及
び
堀
井
巌
君
が
選
任
さ
れ
ま
し
た
。

　
　
　
　
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
委
員
長（
石
井
浩
郎
君
）　
取
引
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
を
利
用
す
る
消
費
者
の
利
益
の
保
護
に
関
す
る

法
律
案
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

　
政
府
か
ら
趣
旨
説
明
を
聴
取
い
た
し
ま
す
。
井
上
内
閣

府
特
命
担
当
大
臣
。

○
国
務
大
臣（
井
上
信
治
君
）　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま

し
た
取
引
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
利
用
す
る
消

費
者
の
利
益
の
保
護
に
関
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、

そ
の
提
案
理
由
及
び
概
要
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

　
情
報
通
信
技
術
の
進
展
に
伴
い
国
民
の
消
費
生
活
に

と
っ
て
重
要
な
基
盤
と
な
っ
て
い
る
取
引
デ
ジ
タ
ル
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
お
い
て
、
危
険
商
品
が
流
通
し
た

り
、
販
売
業
者
等
が
特
定
で
き
ず
紛
争
解
決
が
困
難
と
な

る
な
ど
の
問
題
が
発
生
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
状
況
に

鑑
み
、
取
引
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
利
用
し
て

行
わ
れ
る
通
信
販
売
に
係
る
取
引
の
適
正
化
及
び
紛
争
の

解
決
の
促
進
に
関
し
取
引
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

提
供
者
の
協
力
を
確
保
し
、
も
っ
て
取
引
デ
ジ
タ
ル
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
利
用
す
る
消
費
者
の
利
益
を
保
護
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
ひ
い
て
は
取
引
デ

ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
信
頼
性
を
向
上
さ
せ
、
そ

の
健
全
な
発
展
に
寄
与
す
る
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
取
引
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
提
供
者

に
よ
る
消
費
者
の
利
益
の
保
護
に
資
す
る
自
主
的
な
取
組

の
促
進
、
内
閣
総
理
大
臣
に
よ
る
取
引
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ

ト
フ
ォ
ー
ム
の
利
用
の
停
止
等
に
係
る
要
請
及
び
消
費
者

に
よ
る
販
売
業
者
等
情
報
の
開
示
の
請
求
に
係
る
措
置
並

び
に
官
民
協
議
会
の
設
置
に
つ
い
て
定
め
る
た
め
、
こ
の

法
律
案
を
提
出
し
た
次
第
で
す
。

　
次
に
、
こ
の
法
律
案
の
内
容
に
つ
き
ま
し
て
、
そ
の
概

要
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

　
第
一
に
、
取
引
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
提
供
者

は
、
取
引
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
利
用
し
て
行

わ
れ
る
通
信
販
売
に
係
る
取
引
の
適
正
化
及
び
紛
争
の
解

決
の
促
進
に
資
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る

と
と
も
に
、
講
じ
た
措
置
の
概
要
な
ど
を
開
示
す
る
こ
と

と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
内
閣
総
理
大
臣
は
、
こ
れ
ら
の

措
置
の
適
切
か
つ
有
効
な
実
施
に
資
す
る
た
め
に
必
要
な

指
針
を
定
め
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

（
第
二
十
三
部
）

第
二
百
四
回

国
　
　
　
会

参
議
院
地
方
創
生
及
び
消
費
者
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員
会
会
議
録
第
四
号
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び
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者
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二

　
何
と
ぞ
、
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
賛
同
い
た
だ
き

ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

○
委
員
長（
石
井
浩
郎
君
）　
以
上
で
趣
旨
説
明
の
聴
取
は

終
わ
り
ま
し
た
。

　
本
案
に
対
す
る
質
疑
は
後
日
に
譲
る
こ
と
と
い
た
し
ま

す
。

　
　
　
　
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
委
員
長（
石
井
浩
郎
君
）　
参
考
人
の
出
席
要
求
に
関
す

る
件
に
つ
い
て
お
諮
り
い
た
し
ま
す
。

　
取
引
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
利
用
す
る
消
費

者
の
利
益
の
保
護
に
関
す
る
法
律
案
の
審
査
の
た
め
、
参

考
人
の
出
席
を
求
め
、
そ
の
意
見
を
聴
取
す
る
こ
と
に
御

異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

　
　
　〔「
異
議
な
し
」と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

○
委
員
長（
石
井
浩
郎
君
）　
御
異
議
な
い
と
認
め
ま
す
。

　
な
お
、
そ
の
日
時
及
び
人
選
等
に
つ
き
ま
し
て
は
、
こ

れ
を
委
員
長
に
御
一
任
願
い
た
い
と
存
じ
ま
す
が
、
御
異

議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

　
　
　〔「
異
議
な
し
」と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

○
委
員
長（
石
井
浩
郎
君
）　
御
異
議
な
い
と
認
め
、
さ
よ

う
決
定
い
た
し
ま
す
。

　
本
日
は
こ
れ
に
て
散
会
い
た
し
ま
す
。

　
　
　
午
後
零
時
三
十
分
散
会

四
月
十
五
日
本
委
員
会
に
左
の
案
件
が
付
託
さ
れ
た
。

　
一
、
取
引
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
利
用
す
る

　
　
消
費
者
の
利
益
の
保
護
に
関
す
る
法
律
案

　
　
　
　
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

　
第
二
に
、
内
閣
総
理
大
臣
は
、
特
定
不
能
の
販
売
業
者

等
に
よ
り
商
品
の
安
全
性
の
判
断
に
資
す
る
事
項
な
ど
の

重
要
事
項
に
つ
い
て
著
し
い
虚
偽
表
示
が
認
め
ら
れ
る
な

ど
の
要
件
を
満
た
す
場
合
に
、
取
引
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
提
供
者
に
対
し
、
販
売
業
者
等
に
よ
る
取
引
デ

ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
利
用
の
停
止
な
ど
の
措
置

を
と
る
こ
と
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
と

と
も
に
、
当
該
措
置
に
よ
り
販
売
業
者
等
に
生
じ
た
損
害

に
つ
い
て
、
取
引
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
提
供
者

を
免
責
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　
第
三
に
、
取
引
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
利
用

す
る
消
費
者
は
、
通
信
販
売
に
係
る
販
売
業
者
等
と
の
間

の
売
買
契
約
又
は
役
務
提
供
契
約
に
係
る
自
己
の
債
権
を

行
使
す
る
た
め
に
当
該
販
売
業
者
等
に
関
す
る
情
報
の
確

認
を
必
要
と
す
る
場
合
に
限
り
、
取
引
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ

ト
フ
ォ
ー
ム
提
供
者
に
対
し
、
当
該
情
報
の
開
示
を
請
求

す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　
第
四
に
、
内
閣
総
理
大
臣
は
、
国
の
関
係
行
政
機
関
、

取
引
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
提
供
者
を
構
成
員
と

す
る
団
体
、
消
費
者
団
体
な
ど
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
官
民

協
議
会
を
組
織
す
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
消
費
者
な

ど
か
ら
内
閣
総
理
大
臣
に
対
す
る
申
出
制
度
に
つ
い
て
規

定
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年

を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施

行
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　
以
上
が
、
こ
の
法
律
案
の
提
案
理
由
及
び
概
要
で
あ
り

ま
す
。



第
二
十
三
部
　
　
地
方
創
生
及
び
消
費
者
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員
会
会
議
録
第
四
号
　
令
和
三
年
四
月
十
六
日
　【
参
議
院
】

三



第
二
十
三
部
　
　
地
方
創
生
及
び
消
費
者
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員
会
会
議
録
第
四
号
　
令
和
三
年
四
月
十
六
日
　【
参
議
院
】

四



第
二
十
三
部
　
　
地
方
創
生
及
び
消
費
者
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員
会
会
議
録
第
四
号
　
令
和
三
年
四
月
十
六
日
　【
参
議
院
】

五

令
和
三
年
七
月
六
日
作
成
　
参
議
院
事
務
局
　
作
成
者
　
第
一
法
規
株
式
会
社


